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○
内　

容　

乳
幼
児
の
保
育
、

食
事
の
用
意
、
掃
除
、
買
い

物
な
ど

○
期　

間　

原
則
、
同
一
世
帯

で
年
間　

日
以
内

１０

※
利
用
世
帯
の
区
分
に
よ
り
、

一
定
費
用
負
担
が
あ
り
ま
す
。

◆
家
庭
生
活
支
援
員
に
な
り
ま

せ
ん
か

　

家
庭
生
活
支
援
員
を
募
集
し

て
い
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る

方
は
、
担
当
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
支
援
を
し
た
方
に
は
、
手

当
て
を
支
給
し
ま
す
。

○
対　

象　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

（
旧
訪
問
介
護
員
）
３
級
以

上
・
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
・

教
員
な
ど
の
有
資
格
者
、
フ

ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
事
業
の

研
修
修
了
者

　児童館は、子どもたちの健康増進と情操教育を目的とし、児童がいつ
でも誰でも気軽に利用できる健全な遊びの場です。
　市内には４カ所の児童館を設置しており、図書室や卓球台などが利用
できます。また、団体向けに部屋の貸し出しも行なっています。団体利
用をする場合は登録が必要です。詳しくは担当へ。
※マナーを守ってご利用ください。また、児童館は保育施設ではありま
せんのでご注意ください。
○利用時間　月曜～日曜日（水曜日、祝・休日を除く）午前９時～正午、
午後１時～５時
○対　象　１８歳未満（幼児が利用する場合は保護者同伴）
　※一般利用もできます。詳しくは担当へ。　
○利用方法　直接同館へ
担当　　　　　　　　子ども育成課　1０４６（２５２）７９６９　5０４６（２５５）５０８０

電話番号所在地施設名

０４６（２５２）０６２１入谷５－１８９１－５座間児童館

０４６（２５５）５７３８座間１－１９２２鳩川児童館

０４６（２５６）０２３６ひばりが丘３－５６－１ひばりが丘南児童館

０４６（２５６）２４１９広野台１－４６－２９相模野児童館

座間児童館 児童館で遊ぶ子どもたち

ごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用くくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだださささささささささささいいいいいいいいいいい「「「「「「「「「「「児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童館館館館館館館館館館館」」」」」」」」」」」

を
養
育
す
る
市
内
在
住
の
母

子
・
父
子
家
庭
の
親
で
、
次

の
要
件
を
全
て
満
た
す
方　

①
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す

る
ま
た
は
同
様
の
所
得
水
準

に
あ
る
②
市
指
定
の
養
成
機

関
で
一
定
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

を
修
業
し
、
資
格
取
得
が
見

込
ま
れ
る
③
就
業
・
育
児
と

修
業
の
両
立
が
困
難
で
あ
る

④
過
去
に
高
等
職
業
訓
練
促

進
給
付
金
な
ど
を
受
給
し
て

い
な
い

○
対
象
資
格　

看
護
士
（
准
看

護
士
）
、
介
護
福
祉
士
、
保

育
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
な
ど
（
通
信
教
育
は

対
象
外
）

○
支
給
額　

▽
高
等
職
業
訓
練

促
進
給
付
金
＝
７
万
５
０
０

円
（
市
民
税
非
課
税
世
帯
は

　

万
円
）
▽
高
等
職
業
訓
練

１０修
了
支
援
給
付
金
＝
２
万
５

千
円
（
市
民
税
非
課
税
世
帯

は
５
万
円
）

　

市
で
は
、
母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
皆
さ
ん
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な

制
度
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

必
要
書
類
や
要
件
な
ど
、
詳
し
く
は
、
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

担
当 

子
ど
も
育
成
課　

1
0
4
6（
2
5
2
）7
2
0
1

 

5
0
4
6（
2
5
5
）5
0
8
0

で
き
る
よ
う
に
、
無
利
子
で
修

学
資
金
、
就
学
支
度
資
金
な
ど

を
貸
し
付
け
て
い
ま
す
。
希
望

者
は
担
当
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い

（
要
電
話
予
約
）
。

　

な
お
、
平
成　

年
３
月
末
ま

２９

で
に
貸
し
付
け
が
必
要
な
方
は
、

平
成　

年
２
月　

日
（
水
）
ま

２９

２２

で
の
申
請
が
必
要
で
す
。

○
就
学
支
度
資
金　

小
・
中
・

高
等
（
専
修
）
学
校
、大
学
、

短
期
大
学
、
専
門
学
校
な
ど

の
入
学
に
必
要
な
資
金
（
４

万
６
０
０
円
〜　

万
円
）

５８

　

母
子
・
父
子
・
寡
婦
家
庭
な

ど
の
子
ど
も
が
安
心
し
て
修
学

　

病
気
や
仕
事
で
、
家
事
や
育

児
に
困
っ
て
い
る
母
子
・
父
子

家
庭
の
方
な
ど
の
身
の
回
り
を

家
庭
生
活
支
援
員
が
世
話
し
ま

す
。
希
望
者
は
、
電
話
で
担
当

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
対　

象　

技
能
修
得
の
た
め

の
通
学
、
就
職
活
動
、疾
病
、

看
護
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
理

由
で
支
援
が
必
要
な
方

　

出
産
や
転
入
に
よ
り
受
給
資

格
が
生
じ
た
方
は
、
担
当
で
申

請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
対　

象　

０
歳
〜
中
学
校
修

了
前
（　

歳
到
達
後
最
初
の

１５

３
月　

日
）
の
子
を
養
育
し

３１

て
い
る
方

○
支
給
額　

▽
３
歳
未
満
＝
１

万
５
千
円
▽
３
歳
以
上
〜
小

学
校
修
了
前
＝
１
万
円
（
第

３
子
以
降
１
万
５
千
円
）
▽

中
学
生
＝
１
万
円

　

※
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の

方
は
、
子
一
人
に
つ
き
５
千

円
を
支
給
（
特
例
給
付
）
。

○
支
給
時
期　

申
請
を
し
た
月

の
翌
月
分
か
ら
支
給
（
月
末

に
出
生
な
ど
を
し
た
場
合
、

そ
の
翌
日
か
ら　

日
以
内
の

１５

申
請
で
、
出
生
な
ど
を
し
た

月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
）

　

※
原
則
、
２
・
６
・　

月
に

１０

そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
の

手
当
を
支
給
し
ま
す
。

　

ひ
と
り
親
家
庭
に
は
児
童
扶

養
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

○
対　

象　

離
婚
や
死
亡
、
遺

棄
な
ど
に
よ
っ
て
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い　

歳
未
満
の
児
童
を
養

１８

育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

な
ど

児児
童童
手手
当当
制制
度度

　

障
が
い
児
を
養
育
し
て
い
る

方
の
た
め
に
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

○
対　

象　

知
的
障
が
い
・
身

体
障
が
い
児
を
養
育
し
て
い

る
方 児児

童童
扶扶
養養
手手
当当

特特
別別
児児
童童
扶扶
養養
手手
当当

母母
子子
父父
子子
寡寡
婦婦

福福
祉祉
資資
金金
貸貸
付付

ひひ
とと
りり
親親
家家
庭庭
等等

日日
常常
生生
活活
支支
援援

母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母
子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父
子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子
家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家
庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭
ななななななななななななななななななななななななななななななななな
どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
ののののののののののののののののののののののののののののののののの

支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支
援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援
制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度

母母
子子
・・
父父
子子
家家
庭庭
なな
どど
のの

支支
援援
制制
度度

の
要
件
を
全
て
満
た
す
方
①

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る

ま
た
は
同
様
の
所
得
水
準
に

あ
る
②
雇
用
保
険
法
の
教
育

訓
練
給
付
の
受
給
資
格
を
有

し
て
い
な
い
（
雇
用
保
険
を

掛
け
て
い
な
い
ま
た
は
掛
け

て
か
ら
１
年
未
満
）
③
教
育

訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
適
職

に
就
く
た
め
に
必
要
で
あ
る

④
過
去
に
自
立
支
援
教
育
訓

練
給
付
金
を
受
給
し
て
い
な

い
○
対
象
講
座　

雇
用
保
険
制
度

の
教
育
訓
練
給
付
指
定
講
座

（
介
護
職
員
初
任
者
研
修
、

医
療
事
務
、パ
ソ
コ
ン
な
ど
）

○
支
給
額　

受
講
料
の
６
割
相

当
額
（
上
限　

万
円
、
下
限

２０

１
２
’
０
０
１
円
）

　

母
子
・
寡
婦
家
庭
の
集
ま
り

で
あ
る
「
白
梅
会
」
で
は
、
情

報
交
換
や
慰
安
会
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
希
望
者
は
、
電
話

で
問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
担
当

へ
。

○
会　

費　

年
額
８
０
０
円

○
問
い
合
わ
せ
先　

白
梅
会（
会 

長：

関
根
）
1
０
４
６
（
２

５
１
）
４
０
９
１
（
受
け
付

け
は
正
午
ま
で
）

母母
子子
福福
祉祉
白白
梅梅
会会

　

母
子
・
父
子
家
庭
の
親
が
、

専
門
的
な
資
格
を
取
得
す
る
た

め
に
１
年
以
上
養
成
機
関
で
修

業
す
る
場
合
、
３
年
を
上
限
と

し
て
「
高
等
職
業
訓
練
促
進
給

付
金
」
お
よ
び
「
修
了
支
援
給

付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。な
お
、

受
講
前
の
面
接
が
必
要
で
す
。

○
対　

象　
　

歳
未
満
の
児
童

２０

高高
等等
職職
業業
訓訓
練練
促促
進進
給給

付付
金金
・・
高高
等等
職職
業業
訓訓
練練

修修
了了
支支
援援
給給
付付
金金

　

母
子
・
父
子
家
庭
の
親
の
雇

用
安
定
と
就
職
の
促
進
の
た
め
、 

指
定
の
教
育
訓
練
講
座
を
修
了

し
た
方
に
「
自
立
支
援
教
育
訓

練
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

希
望
者
は
、
講
座
の
申
込
・
入

金
前
に
電
話
で
担
当
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

○
対　

象　
　

歳
未
満
の
児
童

２０

を
養
育
す
る
市
内
在
住
の
母

子
・
父
子
家
庭
の
親
で
、
次

自自
立立
支支
援援

教教
育育
訓訓
練練
給給
付付
金金


